
・令和7年12月5日に成立した「医療法等の一部を改正する法律」では、2040年頃を見据えた医療提供体制を確保するための地域医療構想の見直し
（新たな地域医療構想の策定等）が盛り込まれている。

 ・関連規定の施行に伴い、新たな地域医療構想が医療計画の上位概念として位置づけられることとなるが、医療計画への反映は第9次医療計画（令和12
年度～）において行うことが想定されている。

   ⇒今後も、関連事項として、保健医療推進協議会においても、新たな地域医療構想の検討状況について随時共有する。

第８次熊本県保健医療計画 中間見直しについて
○各都道府県において作成する医療計画は、医療法第３０条の６の規定により、「在宅医療その他必要な事項について、３年ごとに調査、
分析及び評価を行い、必要に応じて医療計画を変更すること」とされている。

○令和８年度（2026年度）は第８次熊本県保健医療計画の３年目にあたることから、保健医療推進協議会の意見をはじめ、分野別協議会
等の意見を反映しながら、中間見直しを行う。

○今後、国から提示される予定の医療計画作成指針等を踏まえて中間見直しの作業を進める。

【参考】医療計画と新たな地域医療構想の関係について
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